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平成２３年12月分

※いの町公式ホー
ムページにも掲
載しています。 
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伊野税務署からのお知らせ伊野税務署からのお知らせ

申告と納税は、
　所得税
　消費税及び地方消費税

３月１５日（木）
４月２日（月）までです。

振替納税の口座振替日は、
　所得税
　消費税及び地方消費税

４月２０日（金）
４月２５日（水）です。

問い合わせ　伊野税務署　参 893－1121

　所得税や、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告が始まりました。
　このシーズン、税務署は大変混み合います。確定申告は、余裕を持ってお早めにお済ませください。

　所得税や個人事業者の消費税（地方消費税を含む。）の納税には、安全で便利な預貯金口座からの振替納税をご利
用ください。
　「預貯金口座振替依頼書」に住所、氏名（フリガナ）、金融機関名、預貯金種別、口座番号等を記載の上、金融機関へ
の届出印を押印して、税務署又は取引先の金融機関へ提出すれば、あなたの預貯金口座から自動的に納税できます。
　なお、すでに振替納税を利用している方で金融機関等を変更される場合、新たに「預貯金口座振替依頼書」の提出が
必要です。
※「預貯金口座振替依頼書」用紙は、税務署及び銀行等に用意しています。
　なお、「所得税の確定申告の手引き」中にある「振替納税の新規（変更）申込書」の様式をご利用いただいても振替納
税のご利用ができます。

 １　国税庁ホームページから電子申告
　　　自宅から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、e-Taxに送信することができます。
 ２　最高４，０００円の税額控除
　平成２３年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、
所得税額から最高４，０００円の控除を受けることができます。（平成１９年分から平成２３年分の間でいずれか１回）

 ３　添付書類を提出省略
　所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信す
ることにより、提出又は提示を省略することができます。（税務署から書類の提出又は提示を求められることがあり
ます。）

 ４　還付金がスピーディー
　　e-Taxで申告された還付申告は早期還付となります（３週間程度に短縮）。　

e-Taxホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp

所得税・消費税及び地方消費税の確定申告と納税はお早めに！！

e-Taxを使えば、こんなことが大変便利

納税は振替で


